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【公開日】令和1年12月26日(2019.12.26)
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   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】令和3年9月24日(2021.9.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　複数種類の動作態様で動作可能な可動体と、
　前記可動体を用いて演出を実行可能な可動体演出実行手段と、を備え、
　前記有利状態は、複数回の所定遊技を繰返すことにより構成される状態であり、
　前記有利状態は、少なくとも第１有利状態と、当該第１有利状態よりも不利な第２有利
状態とを含み、
　前記第１有利状態において、複数回の前記所定遊技の各々の開始時に前記第２有利状態
では実行しない特別演出を実行可能であり、
　前記特別演出は、特別画像の表示を含み、
　前記特別画像が表示される領域は、当該特別画像が表示されない領域よりも広く、
　前記第２有利状態において、複数回の前記所定遊技に亘って一連の演出を実行可能であ
り、
　前記特別演出は、一の前記所定遊技が終了するよりも前に終了し、
　前記一連の演出は、複数回の前記所定遊技のうち一の前記所定遊技が実行されていると
きと、該一の前記所定遊技が終了し次の前記所定遊技が実行されるまでの期間と、該次の
前記所定遊技が実行されているときとに亘って、中断することなく実行され、
　前記第２有利状態において、複数回の前記所定遊技の各々の開始時に前記特別画像より
も小さいサイズで所定画像を表示可能であり、
　前記第１有利状態において、前記特別演出を実行した後に、当該特別演出が実行された
ことを認識可能とする特殊演出を、当該特別演出の演出態様とは異なる演出態様により実
行可能であり、
　前記可動体演出実行手段は、前記第１有利状態において、可動体の動作態様の種類に応
じて有利度が異なる可動体演出を実行可能である、遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１１】
　（手段Ａ）　遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　複数種類の動作態様で動作可能な可動体と、
　前記可動体を用いて演出を実行可能な可動体演出実行手段と、を備え、
　前記有利状態は、複数回の所定遊技を繰返すことにより構成される状態であり、
　前記有利状態は、少なくとも第１有利状態と、当該第１有利状態よりも不利な第２有利
状態とを含み、
　前記第１有利状態において、複数回の前記所定遊技の各々の開始時に前記第２有利状態
では実行しない特別演出を実行可能であり、
　前記特別演出は、特別画像の表示を含み、
　前記特別画像が表示される領域は、当該特別画像が表示されない領域よりも広く、
　前記第２有利状態において、複数回の前記所定遊技に亘って一連の演出を実行可能であ
り、
　前記特別演出は、一の前記所定遊技が終了するよりも前に終了し、
　前記一連の演出は、複数回の前記所定遊技のうち一の前記所定遊技が実行されていると
きと、該一の前記所定遊技が終了し次の前記所定遊技が実行されるまでの期間と、該次の
前記所定遊技が実行されているときとに亘って、中断することなく実行され、
　前記第２有利状態において、複数回の前記所定遊技の各々の開始時に前記特別画像より
も小さいサイズで所定画像を表示可能であり、
　前記第１有利状態において、前記特別演出を実行した後に、当該特別演出が実行された
ことを認識可能とする特殊演出を、当該特別演出の演出態様とは異なる演出態様により実
行可能であり、
　前記可動体演出実行手段は、前記第１有利状態において、可動体の動作態様の種類に応
じて有利度が異なる可動体演出を実行可能である、
　ことを特徴とする。
　さらに、（１）上記目的を達成するため、本願発明に係る遊技機は、
　遊技者にとって有利な有利状態（大当り遊技状態等）に制御可能な遊技機（パチンコ遊
技機１等）であって、
　前記有利状態は、複数回の所定遊技（特別可変入賞球装置７の開放等）を繰返すことに
より構成される状態であり、
　前記有利状態は、少なくとも第１有利状態（１５Ｒ大当り等）と、当該第１有利状態よ
りも不利な第２有利状態（５Ｒ大当り等）とを含み、
　前記第１有利状態において、前記所定遊技の開始時に前記第２有利状態では実行しない
特別演出（図９－１（Ａ），（Ｄ）の１５Ｒ大当りであることを強調表示する演出よりな
る特別演出等）を実行可能である（特徴部２２９Ｆ等）。
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